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　お詫びと訂正　
　先月お配りしました「ごみの分別ガイドブック
（令和２年４月～保存版）」５ページ中、「ペット
ボトル拠点回収ボックス設置場所」の記載に誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。

誤　【真野地区】Ａコープ真野店
正　【真野地区】マツヤ真野店

環境対策課クリーン推進係　☎６３―３１１３

特定空家等に関して、必要な措置を命じるべき者を確知できないため、公告を行いました。

告示第１２６号
　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第２項に規定する特定
空家等と認められる次の建築物について、その所有者又は管理者（以下、「所有者等」という。）を確
知できないため、同法第１４条第１０項後段の規定により公告する。

　令和２年４月２８日
佐渡市長　渡辺　竜五　

１　当該建築物の所在
　　佐渡市河崎１６７５番地

２　当該建築物の家屋番号等
　　家屋番号　：１６７５番の１
　　種類　　　：居宅
　　構造　　　：木造板葺平家建
　　延べ面積　：９３．２２㎡（実測値：約７４．８㎡）

３　所有者等が行うべき措置の内容　　当該建築物の除却

４　措置の期限　　令和２年５月２９日
　 　期限までに措置が行われない場合は、市長又はその命じられた者若しくは委任した者（以下、「市
長等」という。）が、当該措置を行う。

５　動産等の取扱
　 　市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を
撤去処分する。

　 　動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定
して保管し、若しくは引き渡すよう、下記問い合わせ先へ通知すること。

６　問い合わせ先
　　佐渡市環境対策課
　　電話　０２５９－６３－３１１３　　ＦＡＸ　０２５９－６３－２７５０
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